
様式第２号（第２条第２項第４号関係） 

支援業務の実施に関する計画 

支援業務の概要に関する事項 

家賃債務

の保証 

業務の方法 

（実施する場合）家賃債務保証業者 登録規程（平成 29 年国土交通省

告示第 898 号）により登録を受ける。 

（実施しない場合）当面は実施しない。 

必要が生じた場合には、家賃債務保証業者登録規定の登録を受けた家賃

債務保証業者と連携して対応する予定 

（委託する場合）家賃債務保証業者（○○）と業務委託契約を締結 

住宅確保要配

慮者の範囲 

低所得者、高齢者、子育て世帯、外国人、ｅｔｃ 

対 象 と す る 

区域 

○○市、□□町 

委託の場合の

相手先 

（法 43 条に基

づく認可が必

要） 

（所在地）〒650-0011 

神戸市中央区下山手通○―○○―○ 

 

（名 称） 

株式会社△△ 

 

（登録の有無）有 ・ 無  

（登録番 号）国土交通大臣（１）第□□号 

円滑な入

居の促進

に関する

援助 

支 援 業 務 の 

内容 

・相談対応 

・住まいの情報提供・不動産業者・物件への同行 

・契約時の立ち会い、手続き支援 

 等 

住宅確保要配

慮者の範囲 

低所得者、高齢者、子育て世帯、外国人、ｅｔｃ 

対 象 と す る 

区域 

○○市、□□町 

生活の安

定及び向

上に関す

る援助 

 

支 援 業 務 の 

内容 

・相談対応 

・安否確認・見守り 

・緊急連絡先の提供 

・生活支援、食事の提供 

・引っ越し、死後事務、遺品整理 

 等 

住宅確保要配

慮者の範囲 

低所得者、高齢者、子育て世帯、外国人、ｅｔｃ 

対 象 と す る 

区域 

○○市、□□町 

申請法人が対象とする予

定の住宅確保要配慮者の

範囲を記載してください。 

申請法人が対象とする

予定の区域を記載して

ください。 

申請法人が実施する

予定の支援業務を、

具体的に記載してく

ださい。 



※業務が複数に及ぶ場合はこのシートを使用して下さい。 

組織及び運営に関する事項 

支援業務に係る

申請者の実務経

験 

業務内容 入居に関する相談支援 

業務期間 
令和元年○月～現在 

支援業務に関す

る実務経験を有

する役員※1 

役員氏名 兵庫 太郎 

従事した業務内容 住宅確保要配慮者への相談支援 

従事した期間 令和元年○月～現在 

支援業務に関す

る資格を有する

職員※2 

職員名 兵庫 花子 

従事した業務内容 要配慮者への住宅支援 

従事した期間 平成○○年○月～ 

資格名称 宅地建物取引士 

資格取得年月日 平成○○年○月○日 

支援業務に関す

る資格を有する

職員※2 

職員名 兵庫 次郎 

従事した業務内容 高齢者および障がい者への支援 

従事した期間 平成○○年○月～ 

資格名称 社会福祉士 

資格取得年月日 平成○○年○月○日 

業務実施体系図 

（※1、※2の役員及び職員の業務との関連を記載） 

 

※業務実施体系図が別途ある場合はそれを添付下さい。 

申請者と役員の

いずれかが過去

３年以上、支援

業務に係る実績

を有している必

要があります。 

直接関与する職

員が、必要な資

格及び実績を有

している必要が

あります。 



業
務
規
程
等
（
そ
の
①
）
※ 

住宅確保要配慮者

に対して提供する

情報に関すること 

・住居に関する情報 

・福祉に関する情報 

・連携する相談窓口に関する情報 

・生活支援サービス等に関する情報 

 等 

相談業務に関する

こと 

・ 業務時間内に、相談窓口を設置する。対面・電話・FAX・メール等にて

受理する。状況に応じて訪問も行う。 

・ 相談員は、○名体制（兼務を含む）とする。相談員には、有資格者を

含む。 

・ 相談業務に支障がないよう、他の業務と適切に分離する体制を確保す

る。 

 

家賃債務の保証に

関すること 

（実施する場合）家賃債務保証業者 登録規程（平成 29 年国土交通省告示

第 898 号）により登録を受ける。 

（実施しない場合）当面は実施しない。 

必要が生じた場合には、家賃債務保証業者登録規定の登録を受けた家賃債

務保証業者と連携して対応する予定 

（委託する場合）家賃債務保証業者（○○）と業務委託契約を締結 

 

支援業務の一部を

委託する場合にあ

っては、委託に関

すること 

・ 家賃債務保証、緊急連絡先、見守りサービス、死後事務委任等の必要

が生じた場合には当法人で実施することが困難なため、外部に委託し、

連携して実施する。 

・ 家賃債務保障に関しては、株式会社△△に委託し、連携して実施する。

詳細は、別添業務規程のとおりとする。 

・ 保証人紹介については、株式会社◇◇に依頼する。 

・ みまもりサービス、生活支援を NPO法人●●と連携する。 

・ 契約代行、死後事務委任等を提携する行政書士□□事務所に依頼する。 

家賃の代理納付に

関すること（生活

保護世帯への支援

業務を行う場合の

み） 

必要に応じて各自治体の支援担当窓口へ同行して相談し、家主へ代理納付

する手続きを依頼する。 

※業務規程等が別途ある場合はそれを添付下さい。 



業
務
規
程
等
（
そ
の
②
） 

法第 51条第１項

に規定する住宅確

保要配慮者居住支

援協議会との連携

に関すること 

（活動区域の居住支援協議会・）地方自治体・居住支援団体等と連携し、

要配慮者への居住支援を実施する。 

 

個人情報の取扱に

関すること 

法人の個人情報保護規定に基づき、厳重に管理 

  

緊急時の体制に関

すること 

緊急時の連絡先： 

業務時間内（○：○○～○○：○○）：相談窓口 

TEL：●●●-●●●-●●●● 

 

業務時間外（緊急のみ）： 

・緊急連絡対応先に連絡 

・必要に応じ法人対応：法人内職員で持ち回り 

携帯電話：△△△―△△△△―△△△△ 

・別途見守りサービス（有償）□□警備会社と契約 

・身体・生命に喫緊の危険が生じる恐れが大きい場合：警察消防に連絡 

その他支援業務の

適確な実施のため

に必要なこと 

・公平な情報提供に基づき、要配慮者の意思を尊重する 

・要配慮者の特性を知り、円滑なコミュニケーションを図る 

・居住支援に関するセミナーを実施 

・居住支援法人や支援団体との交流会・勉強会に参加 

・要配慮者の入居先となる家主等への理解を促進するための啓発活動 

※業務規程等が別途ある場合はそれを添付下さい。 

連携先の自治体・団体等とその連携方法について、

具体的に記載してください。 

兵庫県内で居住支援協議会を立ち上げている市町

は、神戸市・姫路市・宝塚市（R4現在）です。 

申請法人の個人情報保護規定等を添付してください。 


